
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応に係る補正予算（専決処分）について 

 

 高齢者等に対する新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費のほか、急激な感染拡大への  

本市独自の緊急対策として、高齢者施設等におけるＰＣＲ検査等支援の強化や発熱等救急患者の

受入支援に係る経費について、以下のとおり補正予算を専決処分しましたので、お知らせします。 

 

１ 専決日 

 令和３年１月２８日 

      

２ 補正予算の規模 

  一般会計 ３４億７，２００万円 

 

３ 補正予算の内容 

 別添「令和２年度補正予算（専決処分）の概要」を参照してください。  

   

令 和 ３ 年 １ 月 ２ ８ 日 
財 政 局 財 政 部 財 政 課 
電話 ２４５－５０７３  
内線 ２３１１ 


